
 土地改良法（昭和24年法律第19 5号）第18条第17項の規定により、観音寺市大谷池土地改良区から 

役員の退任及び就任について次のとおり届出があった。 

  令和４年８月９日 

                          香川県知事  浜  田  恵  造 

１ 退任した役員 

  役員の 

  種 類 

  理 事 高橋 進    観音寺市大野原町萩原2217番地２       令和４年４月22日 

  〃   齋藤 耕四朗  観音寺市大野原町萩原2171番地        〃 

  〃   矢野 慶春   観音寺市大野原町萩原1781番地２       〃 

  〃   高橋 信幸   観音寺市大野原町中姫18 2番地２       〃 

  〃   白川 正久   観音寺市大野原町中姫58 9番地１       〃 

  〃   大西 規夫   観音寺市大野原町中姫45 2番地１       〃 

  〃   尾池 宏章   観音寺市大野原町中姫1983番地２       〃 

  〃   高橋 重夫   観音寺市大野原町中姫2077番地        〃 

  〃   安藤 雅敏   観音寺市大野原町丸井2045番地        〃 

  監 事 芟藪 健司   観音寺市大野原町萩原2308番地１       〃 

  〃   高橋 理雄   観音寺市大野原町中姫1722番地        〃 

２ 就任した役員 

  役員の 

  種 類 

  理 事 谷  明夫   観音寺市大野原町萩原1706番地１       令和４年４月23日 

  〃   齋藤 耕四朗  観音寺市大野原町萩原2171番地        〃 

  〃   矢野 慶春   観音寺市大野原町萩原1781番地２       〃 

  〃   高橋 信幸   観音寺市大野原町中姫18 2番地２       〃 

  〃   白川 正久   観音寺市大野原町中姫58 9番地１       〃 

  〃   西野 由之   観音寺市大野原町中姫92 6番地１       〃 

  〃   尾池 宏章   観音寺市大野原町中姫1983番地２       〃 

  〃   高橋 啓二   観音寺市大野原町中姫1729番地        〃 

  〃   藤川 和夫   観音寺市大野原町丸井2070番地        〃 

  監 事 芟藪 健司   観音寺市大野原町萩原2308番地１       〃 

  〃   高橋 清隆   観音寺市大野原町中姫58番地         〃 

  〃   尾藤 元春   観音寺市大野原町萩原1907番地１       〃 

 

氏   名 住           所 退任年月日 

氏   名 住           所 就任年月日 


